
・原子力発電所の開閉所設備と変圧器は、一般産業施設と同等の耐震安全性を保持すればよいものと位置付けられています。 

・しかし、今回の影響評価では、地震の振動による機器の共振※３も考慮している日本電気協会の規格であるＪＥＡＧ５００３－２０１０「変電所等における電気設備の耐震設計指針」による評価を

実施し、機器の耐震上の裕度（地震動※４により各部位に発生する応力※５とその部位の許容応力の比率）を確認することとしました。 
 

＜変圧器設備の影響評価手法＞ 

・変圧器本体は共振周波数が高いため、地震動と共振する可能性が極めて小さ

いことから、加速度が一定に加わるものとして倒壊する恐れがないかを評価

することとされています。 

・加速度の想定は、開閉所設備と同様の地表面での３ｍ／ｓ２を基に、変圧器が

設置されている基礎の影響等を考慮して、５ｍ／ｓ２（＝５００Ｇａｌ）が変

圧器本体に加わるものとされています。 
・評価では、加えられた加速度により変圧器を固定する基礎ボルト等に生じる

応力を算出して、許容値と比較し、変圧器倒壊の可能性について評価します。 

＜開閉所設備の影響評価手法＞ 

・地震動の想定においては、周波数は評価対象機器の共振周波数、加速度は過去の地震のほとんど

をカバーできる地表面での３ｍ／ｓ２（＝３００Ｇａｌ）とされています。 

・また、過去の大規模地震データを踏まえ、評価において振動を加える時間は、機器に生じる加速

度を地表面での加速度の約６．１倍に増幅するものを用いることとされています。 

・評価では、振動により機器の各部位に生じる応力を算出して、許容値と比較し、機器の倒壊、損

傷等の可能性について評価します。 

「泊発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（報告）」の概要（１／２） 

１．平成２３年東北地方太平洋沖地震により東京電力株式会社福島第一原子力発電所において観測された地震観測記録の分析結果を踏まえ、一般電気事業者等の原子力発電所等において開閉所等の

電気設備が機能不全となる倒壊、損傷等が発生する可能性についての影響評価。なお、この評価に当たっては、基準とする開閉所等に係る地表面における地震力を各原子力発電所等において設

定し、電気設備に生ずる応力を解析により求め、当該電気設備の構造強度との比較により評価を行うこと。 
２．上記１．において機能不全となる倒壊、損傷等が発生する可能性があると評価された場合、当該設備に対する地震対策の策定。 

原子力安全・保安院からの指示内容 

①当社の影響評価対象設備について 

・今回の福島第一原子力発電所の１号機及び２号機の開閉所の遮断器等の損壊を踏まえ、泊発電所においても、同様の開閉所設備について影響評価を行いました。 
・また、開閉所設備で受電した後に電圧を変換する変圧器についても、大型機器であることから、影響評価することとしました。 

②影響評価手法 

＜泊発電所における影響評価対象設備＞ 
【開閉所設備】 
①６６ｋＶ開閉所（１・２号機共用） 
②２７５ｋＶ開閉所（１～３号機） 

 
【変圧器設備※１】 
③起動変圧器（１号機、２号機） 
④予備変圧器（１・２号機共用、３号機） 
⑤主変圧器／所内変圧器※２（３号機） 

６６ｋＶ送電線 
２７５kＶ送電線 

③起動変圧器 
（１号機） 
【標高 10ｍ】 

④予備変圧器 
（３号機） 
【標高 85ｍ】 

 
 

④予備変圧器 
（１・２号機共用） 
【標高 10ｍ】 

③起動変圧器 
（２号機） 
【標高 10ｍ】 

 
 

１号機 

各

機
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②２７５ｋＶ開閉所 
（１～３号機） 
【標高 85ｍ】 

①６６ｋＶ開閉所 
（１・２号機共用） 
【標高 10ｍ】 

⑤主変圧器／所内変圧器 
（３号機） 
【標高 10ｍ】 

 
 

２７５kＶ送電線 
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機
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２号機 
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機
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※３：物体に固有振動数（物体を自由に振動させた際に検出されるその物体固有の振動数）と等しい振動が外部から加わ

ると振動の幅が大きくなる現象 

※４：地震によって発生する揺れ 
※５：物体が外力を受けたときに、それに応じて内部に抵抗力（内力）が生じる。単位面積当たりの内力を応力という。 

※１：外部電源受電に必要な変圧器を対象としている。 

※２：主変圧器、所内変圧器は一体型である。 



 

 

【変圧器設備】 

影響評価対象設備 裕度 評価部位 

起動変圧器（１号機、２号機） ２．３２ 基礎耐震金具部 

予備変圧器（１・２号機共用） ４．０４ 基礎ボルト 

主変圧器／所内変圧器（３号機） １．８２ 基礎耐震金具部 

予備変圧器（３号機） ７．９４ 基礎耐震金具部 

 

 

 【開閉所設備】 

影響評価対象設備 裕度 評価部位 

６６ｋＶ開閉所（１・２号機共用） ２．８８ ブッシングタンク架台部 

２７５ｋＶ開閉所（１～３号機） １．９３ ガス絶縁装置開閉装置※６支持架台部 

 

③評価結果 

・泊発電所における開閉所設備、変圧器設備について、ＪＥＡＧ５００３－２０１０の手法による評価上の裕度を下記に示します。ここで、「評価部位」には裕度が最も小さい部位を記載しています。 

④今後の対応について 

・今回、開閉所設備と変圧器については、ＪＥＡＧ５００３－２０１０の手法にて耐震性を評価しました。 

・しかし、今回の福島第一原子力発電所の１号機、２号機における遮断器等の損傷については、今後も東京電力において原因の究明等の詳細な評価が行われると聞いております。 

・今後、これらの評価結果に基づく新たな知見の反映要否を含めて、改めて検討を実施し、報告することとします。 

    

側面                 

    

前面                 

６６ｋＶ開閉所 

    

側面                 

    

前面                 
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評価の結果裕度が

最も小さい部位 

「泊発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（報告）」の概要（２／２） 

・開閉所設備については、加速度の増幅率（振動により機器に生じる加速度と地表面での加速度の比）が更

に１．３倍となる振動を想定することで過去の地震データをほぼカバーできることから、上記の評価にお

いて、１．３以上の裕度があれば、過去の大規模地震を考慮しても機能不全となる倒壊、損傷等が発生す

る可能性は低いものと見なすことができます。 

 

予備変圧器（３号機）写真 

 

・変圧器については、地震と共振する可能性が極めて小さいことなどから、

裕度が１．０以上であれば、機能不全となる倒壊の可能性は低いものと見

なすことができます。 

２７５ｋＶ開閉所（１～３号機）写真 

基礎耐震金具

の場合 
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・以上のとおり、泊発電所開閉所設備及び変圧器設備については、いずれも裕度が上記の値を上回っていることから、機能不全となる倒壊、損傷等が発生する可能性は低いものと考えます。 

評価の結果

裕度が最も

小さい部位 

評価の結果

裕度が最も

小さい部位 

 

評価部位 

※６：しゃ断器、断路器などを含む。 


